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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 29 年 5 月 19 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・平成 29 年 5 月 19 日（金）付 岩手日報 

※平成 29 年 6 月 2 日（金）、3 日（土）に開催する説明会についての公告を含む 

 

②地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

下記広報誌に「お知らせ」を掲載した。 

・広報たのはた 平成 29 年 5 月 15 日号（おしらせ版）（別紙 2-1 参照） 

・広報いわいずみ 平成 29 年 5 月 15 日発行（お知らせ版）（別紙 2-2 参照） 

・広報ふだい 平成 29 年 5 月号（No.660）（別紙 2-3 参照） 

 

③インターネットによるお知らせ 

平成 29 年 5 月 19 日（金）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・岩手県のウェブサイト（別紙 3-1 参照） 

http://www.pref.iwate.jp/kankyou/hozen/jokyo/055413.html 

・田野畑村のウェブサイト（別紙 3-2 参照） 

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2017052400014/ 

・岩泉町のウェブサイト（別紙 3-3 参照） 

https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016103100019/ 

・普代村のウェブサイト（別紙 3-4 参照） 

http://www.vill.fudai.iwate.jp/docs/2017052500011/ 

・日本風力開発株式会社 ウェブサイト（別紙 3-5 参照） 

http://www.jwd.co.jp/tanohata  
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 5 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

①関係自治体庁舎での縦覧 

・田野畑村役場 一階 窓口 

（住所：岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑 143-1） 

・岩泉町役場本庁舎 四階 政策推進課 

（住所：岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑 59-5） 

・普代村役場 二階 総務課政策推進室 

（住所：岩手県下閉伊郡普代村第 9 地割字銅屋 13-2） 

・岩手県県北広域振興局（久慈地区合同庁舎） 一階受付 

（住所：岩手県久慈市八日町 1-1） 

・岩手県沿岸広域振興局（宮古地域振興センター） 一階 県民センター 

（住所：岩手県宮古市五月町 1-20） 

②インターネットの利用による縦覧 

・日本風力開発株式会社 ウェブサイト 

http://www.jwd.co.jp/tanohata 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 29 年 5 月 19 日（金）から 6 月 19 日（月）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 0 件であった。 

  

なお、インターネットの利用によるウェブサイトへのアクセス数は 317 回であった。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3 参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・ 開催日：平成 29 年 6 月 2 日（金） 

・ 開催場所及び時間： 

   18:00～19:10  岩泉町民会館（岩手県下閉伊郡岩泉町字松橋 21-1） 

           来場者数：6 名 

 

・ 開催日：平成 29 年 6 月 3 日（土） 

・ 開催場所及び時間： 

   14:00～15:00  アズビィ楽習センター（岩手県下閉伊郡田野畑村和野 278-1） 

           来場者数：9 名 

 

・ 開催日：平成 29 年 6 月 3 日（土） 

・ 開催場所及び時間： 

   18:00～18:50  普代村自然休養村管理センター（岩手県下閉伊郡普代村第 13 地割字

普代 169-1） 

           来場者数：0 名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 29 年 5 月 19 日（金）から 7 月 3 日（月）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙 4 参照） 

②日本風力開発株式会社への書面の郵送  

 

(3) 意見書の提出状況 

2 名の方から合計で 20 件の意見が提出された。環境の保全の見地からの意見は 18 件、その

他の意見は 2 件であった。 
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第 2 章 環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8 条及び第 9 条に基づく、方法書について提出された環境の保全の見地からの

意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

 

表 環境影響評価方法書について提出された意見と事業者の見解 

 
１．動物について－１ 

No. 意見 事業者の見解 

1 

 

■コウモリ類について 
コウモリは夜間にたくさんの昆虫を捕食するの
で、生態系の中で重要な役割を持つ動物である。
また害虫を食べるので、人間にとって、非常に役
立つ益獣である。風力発電施設では、バットスト
ライクが多数生じている。コウモリ類の出産は年 1
頭程度と、繁殖力が極めて低いため、死亡率のわ
ずかな増加が、地域個体群へ重大な影響を与える
のは明らかである。国内では今後さらに風車が建
設される予定であり、コウモリ類について累積的
な影響が強く懸念される。これ以上風車で益獣の
コウモリを殺さないでほしい。 

 
コウモリ類についても、生態系において重要な役

割の一旦をになっていると認識しております。ただ

し、国内におけるコウモリ類の生態特性はまだ未解

明の部分が多く、風力発電事業による影響も知見が

ほとんど得られていない状況であるとも認識して

おります。 
現地調査においては十分な調査を行って、生息状

況の把握に努めます。その結果により、バットスト
ライク等に関しても必要に応じ有識者の意見を踏
まえ、環境保全措置を検討いたします。 

2 ■コウモリ類について 
事業者は重要種以外のコウモリについて影響予測

や保全をしないようだが、「重要種以外のコウモリ

は死んでも構わない」と思っているのか？日本の

法律ではコウモリを殺すことは禁じられているだ

〔原文ママ〕が、本事業者は「重要種以外のコウ

モリ」について、保全措置を取らずに殺すつもり

か？ 

 
地域を問わず専門的知識を有している有識者に

調査方法についてヒアリングを実施しております。 
また、現地調査においてはバットディテクターに

よる調査、サーチライト（LED）による調査など、
効果的な調査機器、手法を用いて影響予測を行いま
す。その結果により、必要に応じて有識者の意見を
踏まえ、環境保全措置を検討いたします。 

3 ■コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 
風力発電施設供用によるコウモリ類への影響を予

測するために、必要十分な調査を行うべきである。

必要な調査内容については、鳥類やネズミ類、大

型哺乳類などの他分野の「専門家」ではなく、バ

ットストライクについて十分な知識のある「コウ

モリ類の専門家」にヒアリングを行うべきではな

いのか。 

 
調査手法について、コウモリ類の専門家へのヒア

リングを実施しております。また、今後の現地調査
を踏まえたヒアリングについても検討しておりま
す。 

4 ■コウモリ類の予測手法について 
事業者の行う「高度別飛翔状況調査」は定量的手

法である。よって予測も定量的に行い、年間の衝

突個体数を具体的な数値で示し、さらに環境保全

措置で何個体低減できるのかを数値で示すこと。 

 
年間の衝突個体数については、現状ではコウモリ

類の種ごとの回避率や計算方法などの知見が示さ
れていないことから、定量的に予測することは難し
いと考えています。 

5 ■コウモリの音声解析について 
コウモリの周波数解析（ソナグラム）による種の

同定は、国内ではできる種とできない種がある。

図鑑などの文献にあるソナグラムはあくまで参考

例であり、実際は地理的変異や個体差、ドップラ

ー効果など声の変化する要因が多数あるため、専

門家でも音声による種の同定は慎重に行う。よっ

て、無理に種名を確定しないで、グループ（ソナ

グラムの型）に分けて利用頻度や活動時間を調査

すること。 

 
現地調査においては風況観測塔や樹木を利用し

て高高度のコウモリ類を把握するため自動録音が

可能なバットディテクターの設置を検討します。 
使用機器については Pettersson 社の D500X 及び

D1000X も用いて調査を行います。踏査時における

コウモリ類の存在確認等、調査の目的に応じてヘテ

ロダイン方式のバットディテクターも併用いたし

ます。 
音声解析は研究分野としてまだ未解明の部分が

多いことから確実な同定はできないものと認識し

ております。可能な限り利用頻度や活動時間などの

把握に努めます。 

（表は次の頁に続く） 
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6 ■コウモリの音声録音について 
捕獲によって攪乱が起こるので、自動録音調査と
捕獲調査は、同日に行うべきでない（捕獲調査日
の録音データは使用しないこと）。 

 
自動録音調査と捕獲調査の調査日については、可

能な限り重ならないように努めます。 

7 ■コウモリの捕獲調査について 
・コウモリの捕獲許可申請及び捕獲調査は必ずコ

ウモリ類の専門家の指導のもとで行うべきでは

ないのか。 
 
・6 月下旬－7 月中旬はコウモリ類の出産哺育期に

あたるため、捕獲調査を避けるべきではないの

か。 
 
 
・ハープトラップでは樹冠上を飛翔するタイプの

コウモリ（ヤマコウモリやヒナコウモリなど）

を捕獲できない。カスミ網なら捕獲できるので、

「コウモリ相調査」をするつもりならば「コウ

モリ類の専門家の指導のもと」でカスミ網も併

用するべきであろう。 
・捕獲したコウモリは、麻酔をせずに、種名、性

別、年齢、体重、前腕長等を記録し、速やかに

放獣するべきではないか。 
・捕獲個体やねぐらに残した幼獣への影響が大き

いので、ハープトラップは、かならず夜間複数

回見回るべきだ（夕方設置して、見回りせずに

朝方回収などということを絶対に行わないこ

と）。 

 
・地域を問わず専門的知識を有している有識者にヒ

アリングを実施しております。コウモリ類の捕獲

については、所轄機関より許可を得て適切に実施

いたします。 
・国内におけるコウモリ類の生態特性は未解明な部

分が多く、出産哺育期を避けることは極めて困難

であると認識しております。捕獲調査においては、

可能な範囲で見回りの頻度を増やすなど、適切に

対応します。 
・本事業では、設置する場所の状況や設置面積に応

じて、ハープトラップとカスミ網を併用して調査

を実施します。 
 
 
 
・捕獲個体については、麻酔を使用せずに、種名、

性別、外部計測を行って速やかに放獣します。 
 
・ハープトラップにつきましては、可能な範囲で見

回りの頻度を増やすなど、適切に対応します。 

8 ■コウモリ類の保全措置について 
樹林内に建てた風車や、樹林（林縁）から 200m 以

内に建てた風車は、バットストライクのリスクが

高いことが、これまでの研究でわかっている。低

空（林内）を飛翔するコウモリでさえ、樹林（林

縁）から 200m 以内ではバットストライクのリスク

が高くなる。コウモリを保全するため、風力発電

機は樹林から 200ｍ以上離すべきではないのか？ 

 
国内におけるバットストライクの発生メカニズ

ムについては明らかになっていないと認識してお

ります。今後の現地調査の結果に基づいて、有識者

の意見も踏まえ、影響予測を行い、引き続き新たな

知見の収集も行って、保全措置の検討を行います。 

9 ■コウモリ類の保全措置について 
コウモリの保全措置として、「カットイン風速の値

を上げることと低風速時のフェザリング」が行わ

れている。事業者は、コウモリの活動期間中にカ

ットイン風速を少しだけあげ、さらに低風速でフ

ェザリングを行えば、バットストライクの発生を

抑えられることを認識しているのか？ 
なお「国内におけるコウモリの保全事例数が少な

いので保全措置は実施しない」といった回答をす

るかもしれないが、「国内の事例数」が少なくても

「保全措置は実施可能」である。 

 
風力発電機のカットイン風速の設定や低風速時

のフェザリングがコウモリ類の保全対策に有効で

あると言われていることは認識しております。 
今後実施する現地調査により、コウモリ類の生息

状況の把握に努めます。その結果に基づいて、有識

者の意見も踏まえた上で影響予測を行い、引き続き

新たな知見の収集も行って、保全措置の検討を行い

ます。 

10 ■コウモリ類の保全措置「ライトアップをしない

こと」はバットストライクの低減効果はない 
「ライトアップをしない」ことはバットストライ

クの低減効果はない。ライトアップをしていなく

てもバットストライクは発生している。昆虫類は

ライトだけでなくナセルから発する熱にも誘引さ

れる。さらにコウモリが風車に接近するのは「昆

虫だけが原因」ではない。 
ライトアップは昆虫を誘引するが、だからと言っ

て「ライトアップをしないこと」によりバットス

トライクが低減される訳ではない。 

 
 
既往の知見によると、ご指摘のナセルの熱もさる

ことながら、風力発電機のライトアップも昆虫類を

誘引する可能性があることが示唆されております。

また、コウモリ類の種によっては人工構造物にコロ

ニーを形成する種もいることから、バットストライ

クの発生は様々な要因によるものと考えておりま

すので、必ずしも効果がないとは考えておりませ

ん。 

 
（表は次の頁に続く） 

（表は前の頁の続き） 
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11 ■コウモリ類の保全措置、供用後のモニタリング

の実施方法について 
コウモリは通常、強風では飛ばないため、コウモ

リの保全措置として、カットイン風速の値を上げ

ることとフェザリングが行われている。清明な事

業者ならば、コウモリの活動期間中にカットイン

風速を少しだけあげ、さらに低風速でフェザリン

グを行えば、バットストライクの発生を抑えられ

ることを理解しているはずだ。 
現地調査によりコウモリ類への影響が予測された

場合、事業者は適切な保全措置をする必要がある

が、そのためには適切なカットイン風速を求める

事前調査が必要だ。なぜなら適切なカットイン風

速値はケースバイケースで一律ではないからだ。

この調査は専門性が高く、鳥類や大型哺乳類など

他の分野の専門家ではアドバイスできないだろ

う。「専門外の素人」に貴重な時間をかけるよりも、

コウモリの保全措置について十分な知識のある

「コウモリ類の専門家」に、調査手法や時期など

適切であるか、きちんとヒアリングを行うべきで

はないのか。 

 
 
風力発電機のカットイン風速の設定や低風速時

のフェザリングがコウモリ類の保全対策に有効で

あると言われていることは認識しております。 
今後実施する現地調査により、コウモリ類の生息状

況の把握に努めます。その結果に基づいて、有識者

の意見も踏まえた上で影響予測を行い、引き続き新

たな知見の収集も行って、保全措置の検討を行いま

す。 
また、コウモリ類を含め動物に関し幅広い学識を

有する方にヒアリングを実施いたします。 
 

12 ■P267 バッド〔原文ママ〕ディテクターによる調

査について 
バットディクター〔原文ママ〕の探知距離は短く、

地上からでは高空、つまりブレードの回転範囲の

音声はほとんど探知できない。よって準備書には

使用するバットディテクターの探知距離を記載す

ること。 
なお「仕様に書いていない（ので分からない）」な

どと回答をする事業者がいたが、バットディクタ

ー〔原文ママ〕の探知距離は影響予測をする上で

重要である。わからなければ自分でテストして調

べること。 

 
 
現地調査においては風況観測塔や樹木を利用し

て高高度のコウモリ類を把握するため自動録音が

可能なバットディテクターの設置を検討しており

ます。 
なお、バットディテクターの探知距離について

は、キャリブレーターを用いて任意では把握してい

ます。 
また、バットディテクターによる任意の調査地点

については、可能な限り多様な環境を対象として調

査し、調査時の安全面を確保しながら調査を実施す

ることを予定しています。風力発電機設置位置の全

ての箇所について調査を実施する予定ではありま

せんが、調査地点は対象事業実施区域及びその周囲

全体を把握できるような代表的な地点を選定して

おります。 
1 地点につき 1 回の調査においては、日没から日

の出までの時間帯に設定し、少なくとも 1 週間程度

の連続したデータを取得することとしております。

ただし、出現状況によりデータの記憶量が変化する

ことや気象状況等により、設置期間についても増減

することから調査時間は記載しておりませんでし

た。 

13 ■「次世代に命をつなげる保全措置」をして欲し

い 
事後調査でコウモリが死んだら保全措置を検討す

るという事業者がいる。なぜ何の罪もないコウモ

リをわざわざ殺すのだろうか。 
バットストライクは不可逆的影響である。バット

ストライクが生じた時点で、個体はすでに死んで

いるのだからその時点で保全措置を検討しても

「影響は低減」できない。「事後調査でコウモリが

死んだのを確認してから保全措置を実施する」の

では完全に手遅れだ。事業者は、次世代に命をつ

なぐ、という意味を真摯に考えてほしい。 

 
 
今後の現地調査において、当該地域のコウモリ相

を把握することにより、影響予測を行います。また、

専門家等へのヒアリングの実施を検討し、可能な限

り影響を低減するよう、環境保全措置を検討いたし

ます。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 

（表は前の頁の続き） 
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１．動物について－２ 

No. 意見 事業者の見解 

14 

 

1.当該地域はヒナコウモリの移動（渡り）ルートで
あることが明らかとなっている。また国内でも複
数の場所でバットストライクが起きている。これ
らの事態は把握しているのか。 

当該地域付近が渡りルートとなっている可能性
があることについて認識しております。また、国内
のバットストライクと思われる死骸の事例につい
ては把握しております。 

15 2.本方法書ではコウモリ類の専門家へのヒアリン

グが行われていないにもかかわらず、「国内のバッ

トストライクの現状はよくわかっていない」旨の

見解が示されている。しかし配慮書および本方法

書を見る限り、コウモリ類についての知識を有す

る者は皆無と判断される。そして、なぜ自己判断

による見解を示すのか。専門的知識とは海外では

すでに大量に起こっているバットストライクを理

解し、それらを予想した影響評価の手続きを行う

ことである。 

海外の事例と比較して、国内の風力発電機の稼働
に起因するバットストライクについて、日本特有の
立地や種の飛翔特性などを踏まえた事例の積み上
げは、ほとんどなされていないものと考えていま
す。 
コウモリ類の専門家について、国内における該当

者は少なく、とりわけ、当該地域のコウモリ類の生
態特性を把握している専門家になると皆無といっ
た状況と考えています。 
調査手法については、コウモリ類の多様な知識、

研究実績のある専門家へのヒアリングを実施して
おります。ご意見を踏まえ、今後の現地調査を踏ま
えたヒアリングについても検討しております。 

 

16 3.コウモリ類へのヒアリングは、コウモリ類の生態

について具体的な知見（生態等についての論文報

告を多数行っている者）を持っている専門家にヒ

アリングを行い、バットストライクの影響予測を

行うための調査手法についての助言を得る必要が

ある。 

17 4.コウモリ類の音声は風況ポールの 30m（ブレード

回転域下）と 50m（風況ポールの最上部付近。ブ

レード回転域内）での長期間の音声記録調査で十

分である。3 か所の意味を説明すること。 

方法書では 3 高度としましたが、これまでの調査
実績と有識者のご意見も踏まえて検討した結果、2
高度で実施することとしました。 
バットディテクターの探知範囲は数10mであり、

樹林内を飛翔する種やマイクの探知範囲を考えて
データの重複がないこと等を考慮して、10m と 50m
地点で調査を行うこととしています。 

18 5.風況ポールが設置されていない場所においての

高空飛翔種の音声調査は、樹木を使うと雑音が多

くコウモリ類の音声が確認できなくなり、結果と

して「コウモリ類は確認できなかった」となる。

従って、草地などの開けた場所で、気象観測用の

10m アルミポールを用い、上空を飛翔するコウモ

リ類の音声を記録すること（2 カ所以上）。 

樹木においては樹林内及び樹幹上の飛翔状況を

比較することで、樹林環境のコウモリ類が主に利用

する高度を把握することが可能と考えているため、

方法書に記載のとおり実施する予定です。また、当

社が使用する機器はピーターソンの D500X 及び

D1000X であり、現在販売されている中では高性能

の機器であるため、十分使用に耐えうる仕様が確保

されており、調査実績からも樹木への設置は問題な

いと考えています。 
草地環境については、風況観測塔において調査を

行いますので、ご指摘にあるような調査は方法書に

記載した内容で実施可能と考えています。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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２．その他 

No. 意見 事業者の見解 

19 ■意見書の提出方法について 
わざわざ意見を述べるのに、郵送すると費用がか

かる。アセスで意見を求めているのは本件だけで

はなく多数あるので、郵送で意見書を求めるのは

金銭的・時間的な負担がかかり大変迷惑だ。なぜ

御社は、他の事業者のように E メールや専用フォ

ームで意見を受け付けないのか？専用フォームな

らウィルスの心配も少ないだろう。 

 
意見書の受付方法については、当社における情報

セキュリティの観点から E メール等による受付は

行わないこととしました。 
また、E メールの場合、当社のセキュリティ対策

の影響で正常に受信できない場合があります。この

場合、当社にメールが送られたことに気づかず、結

果的に意見への回答が漏れてしまう可能性があり

ますので、より確実な方法として、書面等郵送での

方法を採用させていただきました。 
 

20 ■意見は要約しないこと 
意見書の内容は、記者の判断で要約しないこと。

要約することで貴社の作為が入る恐れがある。事

業者見解には、意見書を全文公開すること。 

 
ご意見を踏まえ、意見書については原文のとおり

に記載しました。 
 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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［別紙 1］ 

○日刊新聞紙における公告 

 

岩手日報、デーリー東北（平成 29 年 5 月 19 日（金）） 
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［別紙 2-1］ 

○地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

 

広報たのはた 平成 29 年 5 月 15 日号（おしらせ版） 
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［別紙 2-2］ 

○地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

 

広報いわいずみ 平成 29 年 5 月 15 日発行（お知らせ版） 
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［別紙 2-3］ 

○地方公共団体の公報、広報誌によるお知らせ 

 

広報ふだい 平成 29 年 5 月号（No.660） 
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［別紙 3-1］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

（岩手県のウェブサイト） 
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［別紙 3-2］ 

（田野畑村のウェブサイト） 
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［別紙 3-3］ 

（岩泉町のウェブサイト） 

 

 



 

－17－ 
 

［別紙 3-4］ 

（普代村のウェブサイト） 
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［別紙 3-5］ 

（日本風力開発株式会社 環境影響評価ウェブサイト） 
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［別紙 4］ 

○ご意見記入用紙 

 


